
独 立 行 政 法 人 制 度 の 概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ カッコ内の数字は独法通則法の条項を示している。  
 

総務省独法評価委員会 

（委員10、臨時委員12、分科会３） 
 

統計センター分科会 
（委員3、臨時委員4、専門委員6） 

独 立 行 政 法 人 

④中期計画の作成（３０Ⅰ） 
（中期目標を達成するための計画） 

 

①中期目標（３年～５年）の設定（２９Ⅰ） 

総 務 大 臣 

③
中
期
目
標
の
指
示
（
２
９
Ⅰ
） 

意見聴取 
② 中期目標設定時（29Ⅲ） 
⑤ 中期計画認可時（30Ⅲ） 
⑩ 財務諸表承認時（38Ⅲ） 

（分科会専決事項）  等 

⑥
中
期
計
画
の
認
可
等
（
３
０
Ⅰ
・
Ⅳ
） 

 
⑧業務運営 

 

 
⑦年度計画の作成（３１Ⅰ） 

（事業年度の業務運  
  営に関する計画） 

⑨
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
等
の
提
出
（
３
８
Ⅰ
・
Ⅱ
） 

⑪
財
務
諸
表
の
承
認
（
３
８
Ⅰ
） 

⑫
実
績
報
告
書
の
提
出 

（
総
務
省
令
） 

⑬
毎
年
度
及
び
中
期
目
標
期
間

終
了
時
の
業
務
実
績
の
評
価

（
３
２
Ⅰ
、
３
４
Ⅱ
） 


